
 

プレスリリース 

平成２６年１０月３０日 

 

－審査事務規程の第６３次改正－ 

 

自動車検査独立行政法人（略称：自動車検査法人）は、道路運送車両の保安基準の細目

を定める告示（平成 14年国土交通省告示第 619号）及び道路運送車両の保安基準第二章及

び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示（平成 15年国土交通省告

示第 1318号）の一部改正に伴う審査事務規程の一部改正を行い、平成 26年 10月 30日か

ら施行します。 

主な改正の概要は、次のとおりです（詳細については別添「新旧対照表」を参照）。 

 

１．安定性の基準の改正（審査事務規程4－6、5－6） 

   最大安定傾斜角度について積車状態の重心の高さが空車状態の重心の高さ以下の自動車にあ

っては、空車状態の転覆角度が30°以上であればよいことと改正します。 

 

２．応急用予備走行装置及びタイヤ空気圧監視装置の要件の規定 

（審査事務規程 4－11、4-106、5－11） 

  「応急用予備走行装置及びタイヤ空気圧監視装置に係る協定規則（第 64 号）」の採用に伴い、

専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人未満の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量

3.5t以下の自動車に応急用スペアタイヤ、ランフラットタイヤ等又はタイヤ空気圧監視装置を

備える場合に適合しなければならない要件を規定します。 

 

３．識別表示の要件の改正（審査事務規程4－12、5－12） 

  「操縦装置の配置及び識別表示等に係る協定規則(第 121号)」及び「二輪自動車の操縦装置

の配置及び識別表示等にかかる協定規則(第 60号)」の採用に伴い、自動車に備える操縦装置

の識別表示について規定を改正します。 

 

４．かじ取装置の要件の改正（審査事務規程4－13、4-106） 

   「かじ取装置に係る協定規則（第79号）」の採用に伴い、かじ取装置の要件について規定を

改正します。 

 

５．制動装置の要件の改正（審査事務規程4－15、5－15） 

   「トラック・バスの制動装置に係る協定規則（第13号）」の採用に伴い、制動装置の要件に

ついて規定を改正します。 

 

６．運転者席の直接視界の要件の改正（審査事務規程4－33、5－33） 

  「自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則（第 125号）」の採用に伴い、専ら乗用の用

に供する乗車定員 10人未満の自動車の運転に必要な視野範囲の要件を規定します。 



 

 

７．自動車の窓ガラスへの安全ガラス装備範囲の拡大（審査事務規程 4－46、5－46） 

  「窓ガラスに係る協定規則(第 43号)」の採用に伴い、全ての窓ガラス（最高速度 25km/h以下

の自動車を除く）への安全ガラスの装備が義務付けられます。 

 

８．灯火器等の視認角緩和条件の改正（審査事務規程4－63、64、65、66、67、69、71、72、73、

76、79、5－63、64、65、66、67、69、71、72、73、76、79） 

細目告示の改正に伴い、車幅灯、前部上側端灯、前部反射器、側方灯、側方反射器、尾灯、駐

車灯、後部上側端灯、後部反射器、制動灯及び方向指示器について視認角を緩和する際の条件

として、現在、車幅灯及び方向指示器にあっては、下縁の高さが地上750mm未満、その他の灯

火が上縁の高さが地上750mm未満としているところを灯火器等の基準中心を含む水平面の高さ

が地上750mm未満に統一するよう規定を改正します。 

 

９．車線逸脱警報装置の要件の新設（審査事務規程4－87の2、5－87の2） 

  「車線逸脱警報装置に係る協定規則（第 130号）」の採用に伴い、専ら乗用の用に供する乗車

定員 10人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が 3.5tを超え

るものに車線逸脱警報装置を備える場合にあっては協定規則に適合しなければならない旨要

件を規定します。 

 

10．その他 

   平成26年10月9日付け保安基準等の一部改正及び協定規則等の改正に伴う規定の改正のほか、

審査方法の明確化、誤記訂正等の所要の改正を行います。 

 

審査事務規程の全文は当法人ホームページ（http://www.navi.go.jp/） 

「審査事務規程」に掲載しています。 

 

お問い合わせ先 

〒16 0 -0 003 東京都新宿区本塩町８－２住友生命四谷ビル 

  自動車検査法人本部 業務部業務課 

  電話  ０３－５３６３－３４４１ (代表) 

  FA X    ０３－５３６３－３３４７ 

 

 

 













































































































































































































































































































































































































































































新旧対照表－230－ 

（2）～（3）（略） 

（4）次に掲げる装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のないものは 5-24-1-1

（3）③から⑤、⑧及び⑩に適合するものとする。 

① 指定自動車等に備えられている燃料装置と同一の構造を有し、かつ同一の位置

に備えられたもの。 

② 新規検査、予備検査又は構造変更検査の際に提示のあった燃料装置と同一の構

造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの。 

（5）（略） 

5-24-1-2～5-24-4（略） 

5-25 電気装置 

5-25-1 性能要件（視認等による審査） 

（1）～（2）（略） 

（3）電気自動車等の電気装置は、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがな

いものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し、視認等その他適切な方法

により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。（保安基準第

17条の 2第 3項関係、細目告示第 177条第 3項関係） 

①～④（略） 

⑤ 活電部は、原動機用蓄電池並びに当該電池と接続する機器との間の電気回路に

おける短絡故障時の過電流による火災を防止するために備えられた電気回路を

遮断するヒューズ、サーキットブレーカ等はその機能を損なうような緩み又は損

傷がないものでなければならない。（細目告示第 177条第 3項第 5号） 

⑥～⑪（略） 

（4）～（5）（略） 

5-25-2～5-25-4（略） 

5-26 車枠及び車体 

5-26-1 性能要件（視認等による審査） 

（1）～（2）（略） 

（3）次に該当する車枠及び車体は、（2）の基準に適合するものとする。（細目告示第 178

条第 2項関係） 

① 自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を

通りそれぞれ前方 30°及び後方 50°に交わる 2平面によりはさまれる走行装置

の回転部分（タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等）が当該部分

の直上の車体（フェンダ等）より車両の外側方向に突出していないもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）～（3）（略） 

（4）次に掲げる装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のないものは 5-24-1-1

（3）③から⑤、⑧及び⑩に適合するものとする。 

イ 指定自動車等に備えられている燃料装置と同一の構造を有し、かつ同一の位置

に備えられたもの。 

ロ 新規検査、予備検査又は構造変更検査の際に提示のあった燃料装置と同一の構

造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの。 

（5）（略） 

5-24-1-2～5-24-4（略） 

5-25 電気装置 

5-25-1 性能要件（視認等による審査） 

（1）～（2）（略） 

（3）電気自動車等の電気装置は、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがな

いものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し、視認等その他適切な方法

により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。（保安基準第

17条の 2第 3項関係、細目告示第 177条第 3項関係） 

①～④（略） 

⑤ 活電部は、駆動用蓄電池並びに当該電池と接続する機器との間の電気回路にお

ける短絡故障時の過電流による火災を防止するために備えられた電気回路を遮

断するヒューズ、サーキットブレーカ等はその機能を損なうような緩み又は損傷

がないものでなければならない。（細目告示第 177条第 3項第 5号） 

⑥～⑪（略） 

（4）～（5）（略） 

5-25-2～5-25-4（略） 

5-26 車枠及び車体 

5-26-1 性能要件（視認等による審査） 

（1）～（2）（略） 

（3）次に該当する車枠及び車体は、（2）の基準に適合するものとする。（細目告示第 22

条第 3項関係、細目告示第 100条第 2項関係） 

① 自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を

通りそれぞれ前方 30°及び後方 50°に交わる 2平面によりはさまれる走行装置

の回転部分（タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等）が当該部分

の直上の車体（フェンダー等）より車両の外側方向に突出していないもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表－231－ 

（参考図） 

 

 

②～③（略） 

（4）次に掲げるエア・スポイラであって損傷のないものは、（3）③の基準に適合するも

のとする。（細目告示第 178条第 3項関係） 

①（略） 

② 法第 75 条の 2 第 1 項の規定に基づき外装の装置の指定を受けた自動車に備え

られているエア・スポイラと同一の構造を有し、かつ同一の位置に備えられてい

るエア・スポイラ又はこれに準ずる性能を有するエア・スポイラ 

（5）～（9）（略） 

5-26-2～5-26-4（略） 

5-27 衝突時の車枠及び車体の保護性能 

5-27-1 性能要件（視認等による審査） 

［前面衝突時の乗員保護性能］ 

（1）自動車（次に掲げるものを除く。）の車枠及び車体は、視認等その他適切な方法によ

り審査したときに、当該自動車の前面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運

転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の乗車人員に過度

の傷害を与えるおそれの少ない構造でなければならない。（保安基準第 18条第 2項関

係、細目告示第 178条第 8項関係） 

①～⑪（略） 

（2）～（4）（略） 

［側面衝突時の乗員保護性能］ 

（5）座席の地上面からの高さ（最後方かつ最低の位置に調節した座席の座面の最後端の

位置における座面上方 100mm の位置の地上面からの高さをいう。）が 700mm 以下の自

動車（次に掲げるものを除く。）の車枠及び車体は、視認等その他適切な方法により

審査したときに、当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転

（参考図） 

 

 
 

②～③（略） 

（4）次に掲げるエア・スポイラであって損傷のないものは、（3）③の規定にかかわらず、

（3）の基準に適合するものとする。（細目告示第 178条第 3項関係） 

①（略） 

② 法第 75 条の 2 第 1 項の規定に基づき外装の装置の指定を受けた自動車に備え

られているエア・スポイラと同一の構造を有し、かつ同一の位置に備えられてい

るエア・スポイラ 

（5）～（9）（略） 

5-26-2～5-26-4（略） 

5-27 衝突時の車枠及び車体の保護性能 

5-27-1 性能要件（視認等による審査） 

［前面衝突時の乗員保護性能］ 

（1）自動車（次に掲げるものを除く。）の車枠及び車体は、視認等その他適切な方法によ

り審査したときに、当該自動車の前面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運

転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度

の傷害を与えるおそれの少ない構造でなければならない。（保安基準第 18条第 2項関

係、細目告示第 178条第 8項関係） 

①～⑪（略） 

（2）～（4）（略） 

［側面衝突時の乗員保護性能］ 

（5）座席の地上面からの高さ（最後方かつ最低の位置に調節した座席の座面の最後端の

位置における座面上方 100mm の位置の地上面からの高さをいう。）が 700mm 以下の自

動車（次に掲げるものを除く。）の車枠及び車体は、視認等その他適切な方法により

審査したときに、当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転

車体（フェンダ等） 車体（フェンダー等） 



新旧対照表－232－ 

者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接する座席の

乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造でなければならない。（保安基準

第 18条第 4項関係、細目告示第 178条第 10項関係） 

①～⑪（略） 

（6）～（8）（略） 

5-27-2～5-27-4（略） 

5-28～5-29（略） 

5-30 突入防止装置 

5-30-1 装備要件 

自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型

特殊自動車（ポール・トレーラを除く。）小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。）の

後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有

効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し、5-30-2の基準に適合する

突入防止装置を備えなければならない。ただし、突入防止装置を備えた自動車と同程度

以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止

することができる構造を有するものとして次に掲げる要件に適合する構造（車枠又は車

体で構成されるものであって、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部

が突入することを突入防止装置と同程度以上に防止することができる構造部をいう。以

下「車体後面の構造部」という。）を有する自動車にあっては、この限りでない。（保安

基準第 18条の 2第 3項関係、細目告示第 180条第 2項関係） 

（1）（略） 

（2）車両総重量が 7t未満の自動車にあっては、リヤリフトゲート後面、塵芥車の荷箱後

面その他の車体後面の構造部が①から③までに掲げる要件に適合するものであるこ

と。 

①（略） 

② 車体後面の構造部における下縁の高さが、空車状態において地上 550mm以下で

あること。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。 

ア 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が 1,500mm以下の自動車

にあっては、下縁の高さが地上 600mm以下の場合 

イ（略） 

5-30-2～5-30-4（略） 

5-31～5-32（略） 

5-33 運転者席 

5-33-1 性能要件（視認等による審査） 

（1）（略） 

（2）専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員 10人未満のもの（二輪自動車、側車

付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車

を除く。）は、運転者席における運転者のアイポイントを通る水平面のうち当該アイ

ポイントを通る鉛直面より前方の部分には、運転視野を妨げるもの（A ピラー、室外

アンテナ、ドアバイザ、側面ガラス分割バー、後写鏡、窓拭き器、固定型及び可動型

のベント並びに 5-47-1-1（1）に掲げるものを除く。）があってはならない。この場合

者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの

乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造でなければならない。（保安基準

第 18条第 4項関係、細目告示第 178条第 10項関係） 

①～⑪（略） 

（6）～（8）（略） 

5-27-2～5-27-4（略） 

5-28～5-29（略） 

5-30 突入防止装置 

5-30-1 装備要件 

自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型

特殊自動車（ポール・トレーラを除く。）小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。）の

後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有

効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し、5-30-2の基準に適合する

突入防止装置を備えなければならない。ただし、突入防止装置を備えた自動車と同程度

以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止

することができる構造を有するものとして次に掲げる要件に適合する構造（車枠又は車

体で構成されるものであって、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部

が突入することを突入防止装置と同程度以上に防止することができる構造部をいう。以

下「車体後面の構造部」という。）を有する自動車にあっては、この限りでない。（保安

基準第 18条の 2第 3項関係、細目告示第 180条第 2項関係） 

（1）（略） 

（2）車両総重量が 7t未満の自動車にあっては、リヤリフトゲート後面、塵芥車の荷箱後

面その他の車体後面の構造部が①から③までに掲げる要件に適合するものであるこ

と。 

①（略） 

② 車体後面の構造部における下縁の高さが、空車状態において地上 550mm以下で

あること。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。 

ア 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が 1,500mm以下の自動車

にあって、下縁の高さが地上 600mm以下の場合 

イ（略） 

5-30-2～5-30-4（略） 

5-31～5-32（略） 

5-33 運転者席 

5-33-1 性能要件（視認等による審査） 

（1）（略） 

（新規） 
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において、スライド機構等を有する運転者席にあっては、運転者席を最後端の位置に

調整した状態とし、リクライニング機構を有する運転者席の背もたれにあっては、背

もたれを鉛直線から後方に 25°にできるだけ近くなるような角度の位置に調整した

状態とし、かつ、（1）③エ（（ｲ）に限る。）及びオの状態とする。 

（3）次に掲げる運転者席であって、その機能を損なうおそれのある改造、損傷等のない

ものは、（1）及び（2）の基準に適合するものとする。（細目告示第 183条第 2項関係） 

 

① 指定自動車等に備えられた運転者席と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に

備えられた運転者席 

② 法第 75 条の 2 第 1 項の規定に基づき運転者席について型式指定を受けた自動

車に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた運

転者席又はこれに準ずる性能を有する運転者席 

5-33-2 欠番 

5-33-3 欠番 

5-33-4 適用関係の整理 

4-33-2の規定を適用する。 

5-34 座席 

5-34-1 性能要件（視認等による審査） 

（1）（略） 

（2）（略） 

（3）（1）⑤に掲げる間げき並びに（2）に掲げる座席の幅及び奥行は、次に定めるものと

する。（細目告示第 184条第 3項関係） 

① 間げきは、座席の中央部から左右 190mm の間（補助座席にあっては左右 150mm

の間とし、幼児用座席にあっては左右 135mm の間とする。）における当該座席の

前縁からその前方の座席の背あての後縁、隔壁等（当該座席への着席を妨げない

部分的な突出を除く。）までの最短水平距離とする。この場合において、座席の

調整機構は次に掲げる状態とする。 

ア～ウ（略） 

②～③（略） 

（4）～（10）（略） 

5-34-2～5-34-4（略） 

5-35（略） 

5-36 座席ベルト等 

5-36-1 装備要件 

（1）（略） 

（2）（1）の表中の座席の種別欄の基準は、次に掲げる基準とする。（細目告示第 186条第

1項関係） 

ア 当該座席について、専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人以上の自動車の座席

に着席している座席ベルトを装着した乗車人員が接触するおそれのある車両内

部の構造を有さないもの又は接触するおそれのある車両内部の構造が協定規則

第 80号の技術的な要件に定める基準に適合するものであること。 

 

 

 

 

（2）指定自動車等に備えられた運転者席と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え

られた運転者席であってその機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないものは、

（1）の基準に適合するものとする。（細目告示第 183条第 2項関係） 

（新規） 

 

（新規） 

 

 

（新規） 

（新規） 

（新規） 

 

5-34 座席 

5-34-1 性能要件（視認等による審査） 

（1）（略） 

（2）（略） 

（3）（1）⑤に掲げる間げき並びに（2）に掲げる座席の幅及び奥行は、次に定めるものと

する。（細目告示第 184条第 3項関係） 

① 間げきは、座席の中央部から左右 190mm の間（補助座席にあっては左右 150mm

の間とし、幼児用座席にあっては左右 135mm の間とする。）における当該座席の

前縁からその前方の座席の背あての後縁、隔壁等（当該座席への着席を妨げない

部分的な突出部を除く。）までの最短水平距離とする。この場合において、座席

の調整機構は次に掲げる状態とする。 

ア～ウ（略） 

②～③（略） 

（4）～（10）（略） 

5-34-2～5-34-4（略） 

5-35（略） 

5-36 座席ベルト等 

5-36-1 装備要件 

（1）（略） 

（2）（1）の表中の座席の種別欄の基準は、次に掲げる基準とする。（細目告示第 186条第

1項関係） 

ア 当該座席について、専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人以上の自動車の座席

に着席している座席ベルトを装着した乗車人員が接触するおそれのある車両内

部の構造を有さないもの又は接触するおそれのある車両内部の構造が協定規則

第 80 号改訂補足第 1 改訂版の技術的な要件（規則 5.、6.及び 7.に限る。）に定
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イ（略） 

（3）～（5）（略） 

5-36-2 性能要件（視認等による審査） 

（1）～（3）（略） 

（4）次に掲げる座席ベルトであって装着者に傷害を与えるおそれのある損傷、擦過痕等

のないものは、（3）に掲げる基準に適合するものとする。（細目告示第 186 条第 7 項

関係） 

① 指定自動車等に備えられている座席ベルトと同一の構造を有し、かつ、同一の

位置に備えられた座席ベルト 

② 協定規則第 16 号の技術的な要件（規則 6．、7．及び 8.1.から 8.3.5.までに限

る。）に定める基準に適合する座席ベルトに準ずる性能を有する座席ベルト 

 

5-36-3 欠番 

5-36-4（略） 

5-37～5-38（略） 

5-39 年少者用補助乗車装置等 

5-39-1（略） 

5-39-2 性能要件（視認等による審査） 

（1）～（2）（略） 

（3）年少者用補助乗車装置は、座席ベルト等を損傷しないものであり、かつ、当該自動

車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着した

者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に着脱することができるものとして構

造、操作性能等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に

適合するものでなければならない。（保安基準第 22条の 5第 3項関係、細目告示第 188

条第 2項関係） 

①（略） 

② 前向き及び後向きのいずれでも使用可能な年少者用補助乗車装置には、当該装

置が取り付けられた状態において視認できる場所に次に定める様式による表示

を付さなければならない。この場合において、当該様式による表示の文字「M」

に「（ヵ月）」等と補足してもよいこととする。 

 

（参考図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

める基準に適合するものであること。 

イ（略） 

（3）～（5）（略） 

5-36-2 性能要件（視認等による審査） 

（1）～（3）（略） 

（4）次に掲げる座席ベルトであって装着者に傷害を与えるおそれのある損傷、擦過痕等

のないものは、（3）に掲げる基準に適合するものとする。（細目告示第 186 条第 7 項

関係） 

① 指定自動車等に備えられている座席ベルトと同一の構造を有し、かつ、同一の

位置に備えられた座席ベルト 

② 協定規則第 16号第 6改訂版補足第 3改訂版の技術的な要件（規則 6．、7．及び

8.1.から 8.3.5.までに限る。）に定める基準に適合する座席ベルトに準ずる性能

を有する座席ベルト 

5-36-3 欠番 

5-36-4（略） 

5-37～5-38（略） 

5-39 年少者用補助乗車装置等 

5-39-1（略） 

5-39-2 性能要件（視認等による審査） 

（1）～（2）（略） 

（3）年少者用補助乗車装置は、座席ベルト等を損傷しないものであり、かつ、当該自動

車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着した

者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に着脱することができるものとして構

造、操作性能等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に

適合するものでなければならない。（保安基準第 22条の 5第 3項関係、細目告示第 188

条第 2項関係） 

①（略） 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最小 40mm 

最小 40mm 
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③～⑤（略） 

（4）次に掲げる年少者用補助乗車装置であってその機能を損なうおそれのある改造、損

傷等のないものは、（3）の基準に適合するものとする。（細目告示第188条第3項関

係） 

① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置の

備えられた年少者用補助乗車装置 

 

② 法第 75 条の 2 第 1 項の規定に基づき年少者用補助乗車装置について型式指定

を受けた自動車に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に

備えられた年少者用補助乗車装置又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助

乗車装置 

5-39-3～5-39-4（略） 

5-40～5-41（略） 

5-42 乗降口 

5-42-1（略） 

5-42-2 性能要件（視認等による審査） 

（1）～（3）（略） 

（4）幼児専用車の乗降口は、幼児による安全な乗降ができるものとして大きさ、構造等

に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するもので

なければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口、運

転者室及び客室以外の車室に設けられた開口部であって、自動車が衝突等による衝撃

を受けた場合に乗車人員が車外に投げ出されるおそれがあるもの並びに非常口にあ

っては、この限りでない。（保安基準第 25条第 6項関係、細目告示第 191条第 3項関

係） 

① 空車状態において床面の高さが地上 300mmを超える自動車の乗降口には、一段

の高さが 200mm（最下段の踏段にあっては、300mm）以下であり、有効奥行が 200mm

以上である踏段を備えること。ただし、最下段以外の踏段であって乗降口のとび

らのためやむをえないもの又は理事長がやむをえないものとして指定した自動

車の踏段にあっては、乗降口の有効幅のうち、350mm 以上の部分についてその有

効奥行が 200mmあればよい。 

 

 

（参考図）（略） 

②（略） 

5-42-3～5-43（略） 

5-44 物品積載装置 

5-44-1 性能要件（視認等による審査） 

（1）（略） 

（2）土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法（昭和 42

年法律第 131号）第 4条に規定する土砂等運搬大型自動車には、視認等その他適切な

方法により審査したときに、当該自動車の最大積載量を超えて同法第 2条第 1項に規

②～④（略） 

（4）次に掲げる年少者用補助乗車装置であって年少者に傷害を与えるおそれのある損傷

等のないものは、（3）の基準に適合するものとする。（細目告示第188条第3項関係） 

 

① 指定自動車等に備えられたシート組込式年少者用補助乗車装置（自動車の座席

に組み込まれたタイプの年少者用補助乗車装置をいう。以下同じ。）と同一の構

造を有し、かつ、同一の位置に備えられたシート組込式年少者用補助乗車装置 

② 法第 75 条の 2 第 1 項の規定に基づく装置の指定を受けた年少者用補助乗車装

置又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置 

 

 

5-39-3～5-39-4（略） 

5-40～5-41（略） 

5-42 乗降口 

5-42-1（略） 

5-42-2 性能要件（視認等による審査） 

（1）～（3）（略） 

（4）幼児専用車の乗降口は、幼児による安全な乗降ができるものとして大きさ、構造等

に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するもので

なければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口、運

転者室及び客室以外の車室に設けられた開口部であって、自動車が衝突等による衝撃

を受けた場合に乗車人員が車外に投げ出されるおそれがあるもの並びに非常口にあ

っては、この限りでない。（保安基準第 25条第 6項関係、細目告示第 191条第 3項関

係） 

① 空車状態において床面の高さが地上 300mmを超える自動車の乗降口には、一段

の高さが 200mm（最下段の踏段にあっては、300mm）以下であり、有効奥行（踏段

のうち乗降に有効に利用できる部分の奥行であって当該踏段の前縁からその直

上の踏段の前縁までの水平距離をいう。以下同じ。）が 200mm 以上である踏段を

備えること。ただし、最下段以外の踏段であって乗降口のとびらのためやむをえ

ないもの又は理事長がやむをえないものとして指定した自動車の踏段にあって

は、乗降口の有効幅のうち、350mm 以上の部分についてその有効奥行が 200mm あ

ればよい。 

（図）（略） 

②（略） 

5-42-3～5-43（略） 

5-44 物品積載装置 

5-44-1 性能要件（視認等による審査） 

（1）（略） 

（2）土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法（昭和 42

年法律第 131号）第 4条に規定する土砂等運搬大型自動車には、視認等その他適切な

方法により審査したときに、当該自動車の最大積載量を超えて同法第 2条第 1項に規
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定する土砂等を積載できるものとして次のいずれかに該当する物品積載装置を備え

てはならない。（保安基準第 27条第 2項関係、細目告示第 193条第 2項関係） 

①～②（略） 

③ ①及び②のいずれにも該当しない自動車の荷台であって、後煽、側煽等荷台の

一部が高くなっており、かつ、最大積載量を超えて積載することを目的としたも

の 

5-45 高圧ガス運送装置 

5-45-1 性能要件（視認等による審査） 

高圧ガスを運送する自動車のガス運送装置は、爆発等のおそれのないものとして強

度、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適

合するものでなければならない。（保安基準第 28条関係、細目告示第 194条関係） 

① ガス運送容器については、5-24-1-1（1）①及び⑤の基準を準用する。 

② ガス運送装置の配管については、5-24-1-1（1）⑤から⑦まで及び⑨の基準を

準用する。 

③ ガス運送装置のガスと接触する部分については、5-24-1-1（1）⑧の基準を準

用する。 

④ ガス運送容器及び配管の取付については、5-24-1-1（1）④の基準を準用する。 

⑤～⑧（略） 

5-46 窓ガラス 

5-46-1 性能要件（視認等による審査） 

（1）自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度 25km/h以下の自動車を除く。）

の窓ガラスは、視認等その他適切な方法により審査したときに、合わせガラス、強化

ガラス、部分強化ガラス、有機ガラス（ポリカーボネート材又はメタクリル材等の硬

質合成樹脂材をいう。）又はガラス-プラスチック（車外面を板ガラス、合わせガラ

ス又は強化ガラスとし、車室内にプラスチックを接着したものをいう。）でなければ

ならない。ただし、衝突等により窓ガラスが損傷した場合において、当該ガラスの破

片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ない場所に備えられたものにあつては、

この限りでない。（保安基準第 29条第 1項関係、細目告示第 195条第 1項関係） 

 

 

（2）（略） 

（3）自動車（最高速度 40km/h未満の自動車を除く。）の前面ガラスは、強度等に関し次

の基準に適合するものでなければならない。（保安基準第 29 条第 2 項関係、細目告

示第 195条第 2項関係） 

 

①～②（略） 

（4）自動車（被牽引自動車を除く。）の前面ガラス及び側面ガラス（運転者より後方の

部分を除く。）は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率

等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するもの

でなければならない。（保安基準第 29 条第 3 項関係、細目告示第 195 条第 3 項及び

第 4項関係） 

定する土砂等を積載できるものとして次のいずれかに該当する物品積載装置を備え

てはならない。（保安基準第 27条第 2項関係、細目告示第 193条第 2項関係） 

①～②（略） 

③ ①及び②のいずれにも該当しない自動車の荷台であって、後あおり、側あおり

等荷台の一部が高くなっており、かつ、最大積載量を超えて積載することを目的

としたもの 

5-45 高圧ガス運送装置 

5-45-1 性能要件（視認等による審査） 

高圧ガスを運送する自動車のガス運送装置は、爆発等のおそれのないものとして強

度、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適

合するものでなければならない。（保安基準第 28条関係、細目告示第 194条関係） 

① ガス運送容器については、5-24-1（1）①及び⑤の基準を準用する。 

② ガス運送装置の配管については、5-24-1（1）⑤から⑦まで及び⑨の基準を準

用する。 

③ ガス運送装置のガスと接触する部分については、5-24-1（1）⑧の基準を準用

する。 

④ ガス運送容器及び配管の取付については、5-24-1（1）④の基準を準用する。 

⑤～⑧（略） 

5-46 窓ガラス 

5-46-1 性能要件（視認等による審査） 

（1）自動車の窓ガラス（最高速度 35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自

動車及び 20km/h未満の自動車（幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車を除く。）

にあつては、前面ガラス）は、視認等その他適切な方法により審査したときに、合わ

せガラス、強化ガラス、部分強化ガラス、有機ガラス（ポリカーボネート材又はメタ

クリル材等の硬質合成樹脂材をいう。）又はガラス-プラスチック（車外面を板ガラ

ス、合わせガラス又は強化ガラスとし、車室内にプラスチックを接着したものをい

う。）でなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが損傷した場合において、

当該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ない場所に備えられた

ものにあつては、この限りでない。（保安基準第 29 条第 1 項関係、細目告示第 195

条第 1項関係） 

（2）（略） 

（3）自動車（大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、最高速度 20km/h未満の自動

車及び被牽引自動車を除く。）の前面ガラスは、強度等に関し次の基準に適合するも

のでなければならない。（保安基準第 29 条第 2 項関係、細目告示第 195 条第 2 項関

係） 

①～②（略） 

（4）自動車（被牽引自動車を除く。）の前面ガラス及び側面ガラス（運転者より後方の

部分を除く。）は、ひずみ、可視光線の透過率等に関し、視認等その他適切な方法に

より審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。（保安基準第 29

条第 3項関係、細目告示第 195条第 3項及び第 4項関係） 
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①（略） 

② 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては

可視光線透過率が 70％以上のものであること。 

（5）（略） 

（6）次に掲げる窓ガラスであって、その機能を損なうおそれのある改造、損傷等のない

ものは、（1）、（3）及び（4）の基準に適合するものとする。（細目告示第 195 条第 8

項関係） 

① 指定自動車等に備えられている窓ガラスと同一の構造を有し、かつ、同一の位

置に備えられている窓ガラス 

② 法第 75 条の 2 第 1 項の規定に基づき窓ガラスについて型式指定を受けた自動

車に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられてい

る窓ガラス又はこれに準ずる性能を有する窓ガラス 

（7）次の表の左欄に掲げる窓ガラスの部位のうち同表右欄に掲げる記号又はこれらと同

程度以上の規格に基づく記号が付されたものであって、その性能を損なう損傷のない

ものは、（1）、（3）及び（4）の基準に適合するものとする。（細目告示第 195 条第 9

項関係） 

 

窓ガラスの部位 

付される記号 

JIS R 3211「自動

車用安全ガラス」

に基づくもの 

協定規則第 43号改

訂版補足第 2改訂

版に基づくもの 

FMVSS No.205及び

これに基づく

ANSZ 26.1の規定

によるもの 

（1） （2）以外の前面ガ

ラス 

L、GP 
Ⓔ
Ⅱ

43R-01 

Ⓔ
Ⅲ

43R-01 

Ⓔ
Ⅳ

43R-01 

AS1、AS10（※3）、

AS14 

（2）最高速度 25km/hを超

え 40km/h 未満の自動

車の前面ガラス 

L、Z、T、GP 
Ⓔ
Ⅰ

43R-01 

Ⓔ
Ⅱ

43R-01 

Ⓔ
Ⅲ

43R-01 

Ⓔ
Ⅳ

43R-01 

Ⓔ
Ⅶ

43R-01 

AS1、AS2、 

AS10（※1）、AS14 

（3） 側面ガラス（運転者

席より後方の部分を

除く。）のうち運転者

が交通状況を確認す

るために必要な視野

の範囲に係る部分 

L、
・
L、T、GP、RP Ⓔ43R-01 

Ⓔ
Ⅵ

43R-01 

Ⓔ
Ⅷ

43R-01（※2） 

Ⓔ
Ⅸ

43R-01 

Ⓔ
Ⅹ

43R-01（※2） 

Ⓔ
Ⅺ

43R-01 

Ⓔ
Ⅻ

43R-01 

AS1、AS2、AS4、 

AS10（※3）、AS13、 

AS14、AS15 

①（略） 

② 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可

視光線の透過率が 70％以上のものであること。 

（5）（略） 

（6）指定自動車等に備えられている窓ガラスと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に

備えられている窓ガラスであって、その性能を損なう損傷等のないものは、（1）、（3）

及び（4）の基準に適合するものとする。（細目告示第 195条第 8項関係） 

（新規） 

 

（新規） 

 

 

（7）次の表の左欄に掲げる窓ガラスの部位のうち同表右欄に掲げる記号又はこれらと同

程度以上の規格に基づく記号が付されたものであって、その性能を損なう損傷のない

ものは、（1）、（3）及び（4）までの基準に適合するものとする。（細目告示第 195 条

第 9項関係） 

 

窓ガラスの部位 

付される記号 
JIS R 3211「自動

車用安全ガラス」

に基づくもの 

ECE規格 No.43に

基づくもの 

FMVSS No.205及び

これに基づく

ANSZ 26.1の規定

によるもの 

（1）（2）以外の前面ガラス L 
Ⓔ
Ⅱ

43R- 

Ⓔ
Ⅲ

43R- 

Ⓔ
Ⅳ

43R- 

AS1、AS10（※）、

AS14 

（2）大型特殊自動車及び最

高速度 25 キロメートル

毎時を超え 40 キロメー

トル毎時以下の自動車

の前面ガラス 

L、
・
L、Z、T 

Ⓔ
Ⅰ

43R- 

Ⓔ
Ⅱ

43R- 

Ⓔ
Ⅲ

43R- 

Ⓔ
Ⅳ

43R- 

Ⓔ
Ⅶ

43R- 

AS1、AS2、AS10

（※）、AS14 

（3）側面ガラス（運転者席

より後方の部分を除

く。）のうち運転者が交

通状況を確認するため

に必要な視野の範囲に

係る部分 

L、
・
L、T Ⓔ43R- AS1、AS2、AS4、AS10

（※）、AS14、AS15 
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（4） （1）、（2）及び（3）

以外の窓ガラス 

L、
・
L、T、GP、RP Ⓔ43R-01 

Ⓔ
Ⅴ

43R-01 

Ⓔ
Ⅵ

43R-01（※1） 

Ⓔ
Ⅷ

43R-01（※1、※2） 

Ⓔ
Ⅸ

43R-01（※1） 

Ⓔ
Ⅹ

43R-01（※1、※2） 

Ⓔ
Ⅺ

43R-01 

Ⓔ
Ⅻ

43R-01（※1） 

AS1、AS2、AS3、AS4、

AS5、AS8、AS9、

AS10、AS11、AS12、

AS13、AS14、AS15、

AS16 

注 1：協定規則第 43号改訂版補足第 2改訂版に基づくものには、表中に記載のある

ガラスの種類を示すⅠからⅫまでの追加記号のほか、用途により/A、/B、/C、

/L、/M、/Pの追加記号が付される。 

注 2：※1のガラスを最高速度が 40km/hを超える自動車に備える場合は、前向きガ

ラス以外のガラスに限る。 

注 3：※2のガラスのうち認可マーク付近の追加記号に「C」が付されているものは、

頭部衝撃のおそれのない場所に備えられていること。また、後面ガラスにあっ

ては、認可マーク付近の追加記号に「L」（コンバーチブル車の折りたたみル

ーフの後部ガラスは「M」でもよい。）が付されたものであること。 

注 4：※3は、可視光線の透過率が 70％以上のものに限る。  

5-46-2～5-46-4（略） 

5-47 窓ガラス貼付物等 

5-47-1 性能要件 

5-47-1-1 視認等による審査 

（1）5-46-1（4）に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、はり

付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。ただし、窓ふき器及び自動車

製作者が付したことが明らかである刻印については、この限りでない。（保安基準第

29条第 4項関係、細目告示第 195条第 5項関係） 

 

①～⑦（略） 

⑧ 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通状況に係る

情報の入手のためのカメラ、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える車内

を撮影するための防犯カメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検

知して窓ふき器を自動的に作動させるための感知器、車室内の温度若しくは湿度

を検知して空調装置等を自動的に制御するための感知器又は受光量を感知して

前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件

に該当するもの 

ア 専ら乗用の用に供する乗車定員 9人以下の自動車にあっては、（ｱ）､（ｲ）

又は（ｳ）に掲げる範囲にはり付けられたものであること。 

 

（ｱ）運転者席の運転者が、V1 点から前方を視認する際、車室内後写鏡によ

（4）（1）、（2）及び（3）

以外の窓ガラス 

L、
・
L、T Ⓔ43R- 

Ⓔ
Ⅴ

43R- 

AS1、AS2、AS3、AS4、

AS5、AS8、AS9、

AS10、AS11、AS12、

AS14、AS15、AS16 

注：※は、可視光線の透過率が 70％以上のものに限る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5-46-2～5-46-4（略） 

5-47 窓ガラス貼付物等 

5-47-1 性能要件 

5-47-1-1 視認等による審査 

（1）5-46-1（4）に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着（窓ガラス

に一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。以下 5-47-1-1及び 5-47-1-2に

おいて同じ。）され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。た

だし、窓ふき器及び自動車製作者が付したことが明らかである刻印については、この

限りでない。（保安基準第 29条第 4項関係、細目告示第 195条第 5項関係） 

①～⑦（略） 

⑧ 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通状況に係る

情報の入手のためのカメラ、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える車内

を撮影するための防犯カメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検

知して窓ふき器を自動的に作動させるための感知器、車室内の温度若しくは湿度

を検知して空調装置等を自動的に制御するための感知器又は受光量を感知して

前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件

に該当するもの 

ア 専ら乗用の用に供する乗車定員 10人以下の自動車（以下 5-47において「乗

用自動車」という。）にあっては、（ｱ）､（ｲ）又は（ｳ）に掲げる範囲にはり

付けられたものであること。 

（ｱ）運転者席の運転者が、細目告示別添 37「窓ガラスの技術基準」2.9.に
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り遮へいされる前面ガラスの範囲 

 

（ｲ）前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部

（ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施され

ている部分を除く。以下、5-47-1-1において同じ。）の実長の 20％以内

の範囲又は前面ガラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガラ

ス開口部から 150mm以内の範囲 

（ｳ）試験領域 B 及び試験領域 B を前面ガラスの水平方向に拡大した領域以

外の範囲 

 

イ 貨物の運送の用に供する車両総重量 3.5t以下の自動車にあっては、（ｱ）､

（ｲ）又は（ｳ）に掲げる範囲にはり付けられたものであること。 

（ｱ）運転者席の運転者が、V1 点又は O 点から前方を視認する際、車室内後

写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲 

（ｲ）前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部

の実長の 20％以内の範囲又は前面ガラスの下縁であって車両中心面と

平行な面上のガラス開口部から 150mm以内の範囲 

（ｳ）試験領域 B 及び試験領域 B を前面ガラスの水平方向に拡大した領域以

外の範囲又は試験領域Ⅰ及び試験領域Ⅰを前面ガラスの水平方向に拡

大した領域以外の範囲 

ウ 専ら乗用の用に供する乗車定員 9人以下の自動車及び貨物の運送の用に供

する車両総重量 3.5t 以下の自動車以外の自動車にあっては、（ｱ）､（ｲ）又

は（ｳ）に掲げる範囲にはり付けられたものであること。 

（ｱ）運転者席の運転者が、O点から前方を視認する際、車室内後写鏡により

遮へいされる前面ガラスの範囲 

 

（ｲ）前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部

の実長の 20％以内の範囲又は前面ガラスの下縁であって車両中心面と

平行な面上のガラス開口部から 150mm以内の範囲 

（ｳ）試験領域Ⅰ及び試験領域Ⅰを前面ガラスの水平方向に拡大した領域以

外の範囲 

 

⑨ 公共の電波の受信のために前面ガラスにはり付けられ、又は埋め込まれたアン

テナであって次に掲げる要件を満足するもの。 

 

 

 

 

ア 専ら乗用の用に供する乗車定員 9人以下の自動車の前面ガラスにはり付け

られ、又は埋め込まれた場合にあっては、次に掲げる要件に適合するもので

あること。 

規定する V1 点から前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へいされ

る前面ガラスの範囲 

（ｲ）前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開

口部（ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施

されている部分を除く。以下、5-47-1-1において同じ。）の実長の 20％

以内の範囲 

 

（ｳ）細目告示別添 37「窓ガラスの技術基準」2.8.に規定する前面ガラスの

試験領域 B（以下「試験領域 B」という。）及び試験領域 Bを前面ガラス

の水平方向に拡大した領域以外の範囲 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 乗用自動車以外の自動車にあっては、（ｱ）､（ｲ）又は（ｳ）に掲げる範囲

にはり付けられたものであること。 

 

（ｱ）運転者席の運転者が、細目告示別添 37「窓ガラスの技術基準」2.9.に

規定する O点から前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へいされる

前面ガラスの範囲 

（ｲ）前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開

口部の実長の 20％以内の範囲 

 

（ｳ）細目告示別添 37「窓ガラスの技術基準」2.8.に規定する前面ガラスの

試験領域Ⅰ（以下「試験領域Ⅰ」という。）及び試験領域Ⅰを前面ガラ

スの水平方向に拡大した領域以外の範囲 

⑨ 公共の電波の受信のために前面ガラスにはり付けるアンテナ。この場合におい

て、乗用自動車であって細目告示別添 37「窓ガラスの技術基準」2.8.に規定する

前面ガラスの試験領域 A（以下「試験領域 A」という。）又は試験領域 Bにはり付

ける場合にあっては、次のア又はイに掲げる要件、乗用自動車以外であって試験

領域Ⅰにはり付ける場合にあっては、ウに掲げる要件を満足しなければならな

い。 

ア 試験領域 Aにはり付ける場合にあっては、機器の幅が 0.5mm以下であり、

かつ、3本以下であること。 
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（ｱ）試験領域 A にはり付けられ、又は埋め込まれた場合にあっては、機

器の幅が 0.5mm以下であり、かつ、3本以下であること。 

（ｲ）試験領域 B（試験領域 A と重複する領域を除く。）にはり付けられ、

又は埋め込まれた場合にあっては、機器の幅が 1.0mm以下であること。 

イ 貨物の運送の用に供する車両総重量 3.5t 以下の自動車の前面ガラスには

り付けられ、又は埋め込まれた場合にあっては、次に掲げる要件に適合する

ものであること。 

（ｱ）試験領域 A にはり付けられ、又は埋め込まれた場合にあっては、機

器の幅が 0.5mm以下であり、かつ、3本以下であること。 

（ｲ）試験領域 B（試験領域 A と重複する領域を除く。）にはり付けられ、

又は埋め込まれた場合にあっては、機器の幅が 1.0mm以下であること。 

（ｳ）試験領域 I にはり付けられ、又は埋め込まれた場合にあっては、機

器の幅が 1.0mm以下であること。 

ウ 専ら乗用の用に供する乗車定員 9人以下の自動車及び貨物の運送の用に供

する車両総重量 3.5t 以下の自動車以外の自動車の前面ガラスのうち、試験

領域 Iにはり付けられ、又は埋め込まれた場合にあっては、機器の幅が 1.0mm

以下であること。 

⑩ 窓ガラスの曇り及び窓ふき器の凍結を防止する機器であって、次に掲げる要件

に該当するもの 

ア 専ら乗用の用に供する乗車定員 9 人以下の自動車に備える場合にあって

は、次の（ｱ）及び（ｲ）に掲げる要件に適合するものであること。 

（ｱ）窓ガラスの曇りを防止する機器にあっては、前面ガラスに埋め込ま

れた形状が直線、ジグザグ又は正弦曲線の電熱線であり、かつ、試験

領域 A に埋め込まれた場合にあっては機器の幅が 0.03mm 以下で、密

度が 8 本/cm（導体が水平に埋め込まれた場合にあっては、5 本/cm）

以下であり、試験領域 B（試験領域 Aと重複する領域を除く。）に埋め

込まれた場合にあっては機器の幅が 0.5mm（合わせガラスの合わせ面

に埋め込まれた場合にあっては、機器の幅が 1.0mm）以下であること。 

（ｲ）窓ふき器の凍結を防止する機器にあっては、試験領域 B 及び試験領

域 Bを前面ガラスの水平方向に拡大した領域の下端より下方の範囲に

はり付けられ、又は埋め込まれたものであること。 

イ 貨物の運送の用に供する車両総重量 3.5t 以下の自動車に備える場合にあ

っては、次の（ｱ）から（ｴ）に掲げる要件に適合するものであること。 

（ｱ）窓ガラスの曇りを防止する機器のうち、試験領域Aに埋め込まれたも

のにあっては、前面ガラスに埋め込まれた形状が直線、ジグザグ又は

正弦曲線の電熱線であり、かつ、機器の幅が0.03mm以下で、密度が8

本/cm（導体が水平に埋め込まれた場合にあっては、5本/cm）以下で

あること。 

（ｲ）窓ガラスの曇りを防止する機器のうち、試験領域B（試験領域Aと重

複する領域を除く。）に埋め込まれたものにあっては機器の幅が0.5mm

（合わせガラスの合わせ面に埋め込まれた場合にあっては、機器の幅

（新規） 

 

（新規） 

 

イ 試験領域 B（試験領域 Aと重複する領域を除く。）にはり付ける場合にあっ

ては、機器の幅が 1.0mm以下であること。 

 

（新規） 

 

（新規） 

 

（新規） 

 

ウ 試験領域Ⅰにはり付ける場合にあっては、機器の幅が 1.0mm以下であるこ

と。 

 

 

⑩ 窓ふき器の凍結を防止する機器であって、次に掲げる要件に該当するもの 

 

ア 乗用自動車にあっては、試験領域 B及び試験領域 Bを前面ガラスの水平方

向に拡大した領域の下端より下方の範囲にはり付けられたものであること。 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

（新規） 

 

 

（新規） 
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が1.0mm）以下であること。 

（ｳ）窓ガラスの曇りを防止する機器のうち、試験領域 I に埋め込まれた

ものあっては、前面ガラスに埋め込まれた形状が直線、ジグザグ又は

正弦曲線の電熱線であり、かつ、機器の幅が 0.03mm以下で、密度が 8

本/cm（導体が水平に埋め込まれた場合にあっては、5 本/cm）以下で

あること。 

（ｴ）窓ふき器の凍結を防止する機器にあっては、試験領域 B 及び試験領

域 Bを前面ガラスの水平方向に拡大した領域の下端より下方の範囲又

は試験領域 I及び試験領域 Iを前面ガラスの水平方向に拡大した領域

の下端より下方の範囲にはり付けられ、又は埋め込まれたものである

こと。 

ウ 専ら乗用の用に供する乗車定員 9人以下の自動車及び貨物の運送の用に供

する車両総重量 3.5t 以下の自動車以外の自動車に備える場合にあっては、

次の（ｱ）及び（ｲ）に掲げる要件に適合するものであること。 

（ｱ）窓ガラスの曇りを防止する機器にあっては、前面ガラスに埋め込ま

れた形状が直線、ジグザグ又は正弦曲線の電熱線であり、かつ、試験

領域 I に埋め込まれた場合にあっては機器の幅が 0.03mm 以下で、密

度が 8 本/cm（導体が水平に埋め込まれた場合にあっては、5 本/cm）

以下であること。 

（ｲ）窓ふき器の凍結を防止する機器にあっては、試験領域Ⅰ及び試験領

域Ⅰを前面ガラスの水平方向に拡大した領域の下端より下方の範囲

にはり付けられ、又は埋め込まれたものであること。 

⑪（略） 

⑫ 装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、透明であるもの。こ

の場合において、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部

分にあっては可視光線透過率が 70％以上であることが確保できるものであるこ

と。 

⑬（略） 

⑭ 大型特殊自動車及び小型特殊自動車の窓ガラスに取付けるワイパーモータ、扉

の開閉取手（ガラス削り込みを含む。）及びガラス取付用金具等であって、次に

掲げる要件に該当するもの。 

ア 前面ガラスにあっては、当該ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な

面上のガラス開口部の実長の20％以内の範囲又は開口部周囲から各100mm以

内の範囲にはり付けられたものであること。 

イ 側面ガラスにあっては、開口部周囲から各150mm以内の範囲にはり付けら

れたものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 乗用自動車以外の自動車にあっては、試験領域Ⅰ及び試験領域Ⅰを前面ガ

ラスの水平方向に拡大した領域の下端より下方の範囲にはり付けられたも

のであること。 

（新規） 

 

 

 

 

（新規） 

 

 

⑪（略） 

⑫ ①から⑪までに掲げるもののほか、装着され、はり付けられ、又は塗装された

状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視

野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が 70％以上であることが確保で

きるもの 

⑬（略） 

（新規） 
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（参考図） 

 

 

 

 

 

 

 

    

【前面ガラスの例】   【側面ガラスの例】 

 

 

⑮ 法第 75 条の 3 第 1 項の特別な表示、再資源化の適正かつ円滑な実施のために

必要となる窓ガラスの分類についての表示及びその他の窓ガラスにかかる情報

の表示であって、運転者の視野の確保に支障がない位置に装着され、はり付けら

れ、塗装され、又は刻印されているもの。 

⑯ 指定自動車等に装着され、はり付けられ又は塗装されているものと同一の構造

を有し、かつ同一の位置に装着され、はり付けられ又は塗装されているもの。 

⑰ ①から⑮までに掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定した

もの 

（2）（略） 

（3）窓ガラスに装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、運転者が次に

掲げるものを確認できるものは、（1）⑫の「透明である」とされるものとする。（細

目告示第 195条第 7項関係） 

①～③（略） 

5-47-1-2（略） 

5-47-2～5-47-3（略） 

5-47-4 適用関係の整理 

4-47-4の規定を適用する。 

5-48 騒音防止装置 

5-48-1 装備要件（略） 

5-48-2 性能要件 

5-48-2-1 テスタ等による審査（略） 

5-48-2-2 視認等による審査 

（1）～（2）（略） 

（3）次に掲げる消音器は、加速走行騒音性能規制の基準に適合するものとする。 

① 次のいずれかの表示があるもの 

ア～イ（略） 

ウ 細目告示別添 112「後付消音器の技術基準」における性能等を確認した機

関として次に掲げる機関による後付消音器に係る性能等確認済表示 

（ｱ）～（ｴ）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新規） 

 

 

 

（新規） 

 

⑭ ①から⑬までに掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定した

もの 

（2）（略） 

（3）窓ガラスに装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、運転者が次に

掲げるものを確認できるものは、（1）⑫の「透明であり」とされるものとする。（細

目告示第 195条第 7項関係） 

①～③（略） 

5-47-1-2（略） 

5-47-2～5-47-3（略） 

（新規） 

 

5-48 騒音防止装置 

5-48-1 装備要件（略） 

5-48-2 性能要件 

5-48-2-1 テスタ等による審査（略） 

5-48-2-2 視認等による審査 

（1）～（2）（略） 

（3）次に掲げる消音器は、加速走行騒音性能規制の基準に適合するものとする。 

① 次のいずれかの表示があるもの 

ア～イ（略） 

ウ 細目告示別添 112「後付消音器の技術基準」における性能等を確認した機

関として次に掲げる機関による後付け消音器に係る性能等確認済表示 

（ｱ）～（ｴ）（略） 
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② 次のいずれかに該当する自動車が現に備えている消音器 

ア 公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面（以下、5-48において

「試験結果成績表」という。）の本通の提示により、細目告示別添 40「加速

走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音を dB で表

した値が 82dB以下であることが明らかである自動車。 

この場合において、当該書面に記載された次に掲げる構造・装置等が同一

であることを確認するものとする。 

なお、公的試験機関が発行した騒音防止性能確認標章が貼付された消音器

を備える自動車にあっては、試験結果成績表の提示に代えることができるも

のとし、この場合、構造・装置等が同一であることの確認を省略することが

できるものとする。 

（ｱ）～（ｴ）（略） 

 

 

 

 

イ（略） 

③（略） 

（4）（略） 

5-48-3～5-48-4（略） 

5-49 排出ガス等発散防止装置 

5-49-1 性能要件（視認等による審査） 

（1）～（2）（略） 

（3）尿素選択還元型触媒システム又はアンモニア水を用いた NOx 低減装置を備えた自動

車にあっては、排気管の開口部から排気流の方向に 30cm 程度離れた位置の排出ガス

を鼻に向けて手で煽りながら希釈して嗅いだ際にアンモニア臭が認められるものは、

（1）の基準に適合しないものとする。 

5-50（略） 

5-51 排気管からの排出ガス発散防止装置の機能維持 

5-51-1 性能要件（視認等による審査） 

（1）4-50 の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガ

ス等の発散防止装置は、当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、

機能、性能等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適

合するものでなければならない。ただし、②から④までの規定は、二輪自動車（側車

付二輪自動車を含む。）並びに大型特殊自動車及び小型特殊自動車には適用しない。

（保安基準第 31条第 3項関係、細目告示第 197条第 2項関係） 

（2）（略） 

5-51-2～5-51-4（略） 

5-52～5-55（略） 

5-56 窒素酸化物排出自動車等の特例 

5-56-1 性能要件（書面による審査） 

② 次のいずれかに該当する自動車が現に備えている消音器 

ア 公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面（以下、5-48-2-2（3）

②において「試験結果成績表」という。）の本通の提示により、細目告示別

添 40「加速走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音

を dBで表した値が 82dB以下であることが明らかである自動車。 

この場合において、当該書面に記載された次に掲げる構造・装置等が同一

であることを確認するものとする。 

 

 

 

 

（ｱ）～（ｴ）（略） 

なお、公的試験機関が発行した騒音防止性能確認標章が貼付された消音器

を備える自動車にあっては、試験結果成績表の提示に代えることができるも

のとし、この場合、構造・装置等が同一であることの確認を省略することが

できるものとする。 

イ（略） 

③（略） 

（4）（略） 

5-48-3～5-48-4（略） 

5-49 排出ガス等発散防止装置 

5-49-1 性能要件（視認等による審査） 

（1）～（2）（略） 

（3）尿素選択還元型触媒システム又はアンモニア水を用いた NOx 低減装置を備えた自動

車にあっては、排気管の開口部から排気流の方向に 30cm 程度離れた位置の排気ガス

を鼻に向けて手で煽りながら希釈して嗅いだ際にアンモニア臭が認められるものは、

（1）の基準に適合しないものとする。 

5-50（略） 

5-51 排気管からの排出ガス発散防止装置の機能維持 

5-51-1 性能要件（視認等による審査） 

（1）4-50 の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガ

ス等の排出ガス発散防止装置であって、当該装置及び他の装置の機能を損なわないも

のとして構造、機能、性能等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、

次の基準に適合するものでなければならない。ただし、②から④までの規定は、二輪

自動車（側車付二輪自動車を含む。）並びに大型特殊自動車及び小型特殊自動車には

適用しない。（保安基準第 31条第 3項関係、細目告示第 197条第 2項関係） 

（2）（略） 

5-51-2～5-51-4（略） 

5-52～5-55（略） 

5-56 窒素酸化物排出自動車等の特例 

5-56-1 性能要件（書面による審査） 



新旧対照表－244－ 

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等

に関する特別措置法第 12 条第 1 項に規定する窒素酸化物排出自動車及び粒子状物質排

出自動車は、次に掲げる窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合するもので

なければならない。 

（1）（略） 

（2）窒素酸化物特定自動車〔別表 2 の中の NOx 法特定地域に掲げる地域に使用の本拠を

有する窒素酸化物特定自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、軽自動車、大型特殊

自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。）であり、貨物の運送の用に供

する自動車、専ら乗用の用に供する乗車定員 11 人以上の自動車及びこれらを基本と

するもので環境省令において定める特種自動車（散水車、広告宣伝用自動車、霊柩車、

医療防疫車、タンク車、警察車、救急車、消防車、高所作業車等作業用自動車、クレ

ーン車、身体障害者輸送車、ふん尿車、塵芥車、清掃車、キャンピング車、コンクリ

ートミキサ車、移動販売車、冷蔵冷凍車、教習車並びにこれらに類する自動車をいう。）

のうち、ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車であって、別表 3に適

合しているものを除く。〕（イに掲げるものを除く。）は、次のアからウに掲げる検査

であって初めて受けるものの際、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる窒

素酸化物の排出量について、それぞれ測定方法の欄に掲げる方法により測定した値

が、別表 4の NOx法の欄に掲げる値を超えないものでなければならない。 

ア 新規検査等であって、別表 5の自動車の種別の欄に掲げる自動車に応じ、それ

ぞれ同表の期日の欄に掲げる日（以下「窒素酸化物特定期日」という。）以降の

日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を

受けた日以降に受けるもの 

 

 

 

 

イ～ウ（略） 

（3）新規検査又は予備検査（法第 16条の規定により抹消登録を受けた自動車に係るもの

を除く。）における（1）又は（2）の適合性については、以下の諸元値又は排出ガス

値により判定する。 

①～④（略） 

⑤ 型式指定自動車、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車等又は輸入自動車特別

取扱自動車であって原動機等の変更又は等価慣性重量の標準値の変更が行われ

たものについては、公的試験機関において実施された試験結果を表す書面若しく

は自動車排出ガス試験結果成績表（当該変更前の自動車が（1）の基準に適合し

ていない場合は、当該変更後の自動車が別表 4の数値を超えないものであること

を証する書面として提出された書面）又は排出ガス低減性能を向上させる改造の

認定実施要領に基づく低減性能向上改造証明書に記載された窒素酸化物及び粒

子状物質に係る排出ガス値 

ただし、原動機及び一酸化炭素等発散防止装置をガソリン・液化石油ガス 6モ

ード、ガソリン・液化石油ガス 13 モード、ディーゼル 6 モード又はディーゼル

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等

に関する特別措置法第 12 条第 1 項に規定する窒素酸化物排出自動車及び粒子状物質排

出自動車は、次に掲げる窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合するもので

なければならない。 

（1）（略） 

（2）窒素酸化物特定自動車〔別表 2 の中の NOx 法特定地域に掲げる地域に使用の本拠を

有する窒素酸化物特定自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、軽自動車、大型特殊

自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。）であり、貨物の運送の用に供

する自動車、専ら乗用の用に供する乗車定員 11 人以上の自動車及びこれらを基本と

するもので環境省令において定める特種自動車（散水車、広告宣伝用自動車、霊柩車、

医療防疫車、タンク車、警察車、救急車、消防車、高所作業車等作業用自動車、クレ

ーン車、身体障害者輸送車、ふん尿車、塵芥車、清掃車、キャンピング車、コンクリ

ートミキサ車、移動販売車、冷蔵冷凍車、教習車並びにこれらに類する自動車をいう。）

のうち、ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車であって、別表 3に適

合しているものを除く。〕（イに掲げるものを除く。）は、次のアからウまでに掲げる

検査であって初めて受けるものの際、排気管から大気中に排出される排出物に含まれ

る窒素酸化物の排出量について、それぞれ測定方法の欄に掲げる方法により測定した

値が、別表 4の NOx法の欄に掲げる値を超えないものでなければならない。 

ア 新規検査、予備検査、継続検査、又は構造等変更検査（4-56の規定が当該自動

車に適用される日の前日までに交付された有効な限定検査証の提出がある場合

にあっては、整備内容が調整、締付、清掃又は給油を除く一酸化炭素等発散防止

装置その他明らかに排出ガス量に影響がある部分を整備した場合に限る。）（以下

「新規検査等」という。）であって、別表 5 の自動車の種別の欄に掲げる自動車

に応じ、それぞれ同表の期日の欄に掲げる日（以下「窒素酸化物特定期日」とい

う。）以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付

又は返付を受けた日以降に受けるもの 

イ～ウ（略） 

（3）新規検査又は予備検査（法第 16条の規定により抹消登録を受けた自動車に係るもの

を除く。）における（1）又は（2）の適合性については、以下の諸元値又は排出ガス

値により判定する。 

①～④（略） 

⑤ 型式指定自動車、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車等又は輸入自動車特別

取扱自動車であって原動機等の変更又は等価慣性重量の標準値の変更が行われ

たものについては、公的試験機関において実施された試験結果を表す書面若しく

は自動車排出ガス試験結果成績表（当該変更前の自動車が（1）の基準に適合し

ていない場合は、当該変更後の自動車が別表 4の数値を超えないものであること

を証する書面として提出された書面）又は排出ガス低減性能を向上させる改造の

認定実施要領の規定に基づき、交付された有効な低減性能向上改造証明書に記載

された窒素酸化物及び粒子状物質に係る排出ガス値 

ただし、原動機及び一酸化炭素等発散防止装置をガソリン・液化石油ガス 6モ

ード、ガソリン・液化石油ガス 13 モード、ディーゼル 6 モード又はディーゼル



新旧対照表－245－ 

13 モードによる諸元値を持つ原動機及び一酸化炭素等発散防止装置に載せ換え

た自動車については、当該原動機及び一酸化炭素等発散防止装置が搭載されてい

た自動車の窒素酸化物及び粒子状物質に係る諸元値で判定することができる。 

（4）～（13）（略） 

5-56-2～5-56-4（略） 

5-57 走行用前照灯 

5-57-1 装備要件 

自動車（被牽引自動車を除く。5-58-1において同じ。）の前面には、走行用前照灯を

備えなければならない。 

ただし、配光可変型前照灯であって、灯光の色、明るさ等が協定規則第 123号改訂版

補足第 6改訂版の技術的な要件に適合するものを備える自動車にあっては、この限りで

ない。（保安基準第 32条第 1項関係、細目告示第 198条第 1項関係） 

5-57-2（略） 

5-57-3 取付要件（視認等による審査） 

（1）走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関

し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準（最高速度 20km/h 未

満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が 10,000cd 未満のものにあって

は①、最高速度 20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が

10,000cd 以上のものにあっては①、④から⑩まで及び 5-57-2-1③）に適合するよう

に取り付けられなければならない。（保安基準第 32条第 3項関係、細目告示第 198条

第 3項関係） 

この場合において、走行用前照灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添

9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。（細目告示第

198条第 3項関係） 

① 走行用前照灯の数は、2 個又は 4 個であること。ただし、二輪自動車及び側車

付二輪自動車にあっては、1 個又は 2 個、カタピラ及びそりを有する軽自動車、

幅 0.8m 以下の自動車（二輪自動車を除く。）並びに最高速度 20km/h 未満の自動

車（二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。）にあっては、1個、2個又は 4個

であること。この場合において、ⓐ被牽引自動車、ⓑ最高速度 20km/h 未満の自

動車、ⓒ除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車であって地方運輸

局長が指定するもの、ⓓ最高速度 35km/h未満の大型特殊自動車、ⓔ二輪自動車、

ⓕ側車付二輪自動車、ⓖ農耕作業用小型特殊自動車並びにⓗカタピラ及びそりを

有する軽自動車以外の自動車にあっては、車両の左右各側において 1個を曲線道

路用配光可変型走行用前照灯として使用してもよい。 

②～⑪（略） 

（2）（略） 

5-57-4（略） 

5-58 すれ違い用前照灯 

5-58-1 装備要件 

自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない。 

ただし、次に掲げる自動車にあっては、この限りでない。（保安基準第 32条第 4項関

13 モードによる諸元値を持つ原動機及び一酸化炭素等発散防止装置に載せ換え

た自動車については、当該原動機及び一酸化炭素等発散防止装置が搭載されてい

た自動車の窒素酸化物及び粒子状物質に係る諸元値で判定することができる。 

（4）～（13）（略） 

5-56-2～5-56-4（略） 

5-57 走行用前照灯 

5-57-1 装備要件 

自動車（被牽引自動車を除く。5-58-1において同じ。）の前面には、走行用前照灯を

備えなければならない。 

ただし、配光可変型前照灯であって、灯光の色、明るさ等が協定規則第 123号改訂版

補足第 4改訂版の技術的な要件に適合するものを備える自動車にあっては、この限りで

ない。（保安基準第 32条第 1項関係、細目告示第 198条第 1項関係） 

5-57-2（略） 

5-57-3 取付要件（視認等による審査） 

（1）走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関

し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準（最高速度 20km/h 未

満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が 10,000cd 未満のものにあって

は①、最高速度 20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が

10,000cd 以上のものにあっては①、④から⑩まで及び 5-57-2-1③）に適合するよう

に取り付けられなければならない。（保安基準第 32条第 3項関係、細目告示第 198条

第 3項関係） 

この場合において、走行用前照灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添

9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。（細目告示第

198条第 3項関係） 

① 走行用前照灯の数は、2 個又は 4 個であること。ただし、二輪自動車及び側車

付二輪自動車にあっては、1 個又は 2 個、カタピラ及びそりを有する軽自動車、

幅 0.8m 以下の自動車（二輪自動車を除く。）並びに最高速度 20km/h 未満の自動

車（二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。）にあっては、1個、2個又は 4個

であること。この場合において、ⓐ被牽引自動車、ⓑ最高速度 20km/h 未満の自

動車、ⓒ除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車であって地方運輸

局長が指定するもの、ⓓ最高速度が 35km/h 未満の大型特殊自動車、ⓔ二輪自動

車、ⓕ側車付二輪自動車、ⓖ農耕作業用小型特殊自動車並びにⓗカタピラ及びそ

りを有する軽自動車以外の自動車にあっては、車両の左右各側において 1個を曲

線道路用配光可変型走行用前照灯として使用してもよい。 

②～⑪（略） 

（2）（略） 

5-57-4（略） 

5-58 すれ違い用前照灯 

5-58-1 装備要件 

自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない。 

ただし、次に掲げる自動車にあっては、この限りでない。（保安基準第 32条第 4項関
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【その他の改正事項】 

・促音表記について現代仮名遣いへ統一 

（例） 

あつて → あって 

もつて → もって 

なつた → なった 

・「かじ取り」について、「かじ取」に統一 

・「充塡」、「充てん」について、「充填」に統一 

・「（単位 ●●）」について、「（単位：●●）」に統一 

・「取り扱い」について、「取扱い」に統一 

・「取り扱う」について、「取扱う」に統一 

・「取り入れ」について、「取入れ」に統一 

・「取り替え」について、「取替え」に統一 

・「取り下げ」について、「取下げ」に統一 

・「取り付け」について、「取付け」に統一 

・「取り付け部」、「取付け部」、「取り付け位置」、「取付け位置」、「取り付け方法」、「取付

け方法」、「取り付け装置」、「取付け装置」についてそれぞれ、「取付部」、「取付位置」、

「取付方法」、「取付装置」に統一 

・「取付の」、「取付が」について、「取付けの」、「取付けが」に統一 

・「取り除いた」について、「取除いた」に統一 

・「取り外し」について、「取外し」に統一 

・「％」について、全角に統一 

・「Eマーク」について、「Ⓔマーク」に統一 

・「eマーク」について、「ⓔマーク」に統一 

附 則 （平成 26年 10月 30日検査法人規程第 10号） 

 この規程は、平成 26年 10月 30日から施行する。 

 

 




